
  こ 家 庭 第 2 9 0 号 令和 7 年 10 月 14 日 
 地域包括支援センター長 殿 指定居宅介護支援事業所長 殿 指定障害福祉サービス事業所長 殿 障害者相談支援事業所長 殿  奈良県こども・女性局こども家庭課長    
 

「「「「ヤングケアラー支援ヤングケアラー支援ヤングケアラー支援ヤングケアラー支援者者者者養成養成養成養成及び関係機関連携研修会及び関係機関連携研修会及び関係機関連携研修会及び関係機関連携研修会    応用応用応用応用編編編編」の実施について」の実施について」の実施について」の実施について 

 
  平素より、児童福祉行政にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 昨年度、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、ヤングケアラーへの支援の強化を図るための子ども・若者育成支援推進法については、同日施行されたところです。 つきましては、ヤングケアラー・若者ケアラーに関わる様々な関係機関が、ヤングケアラーを取り巻く現状や支援にかかる基本的事項について理解を深めるとともに、事例を通じて具体的な支援や連携の進め方等を学び、関係機関相互の連携強化を図ることを目的とした研修会を実施します（（（（委託委託委託委託先先先先：：：：一般社団法人奈良県社会福祉士会一般社団法人奈良県社会福祉士会一般社団法人奈良県社会福祉士会一般社団法人奈良県社会福祉士会））））。 今回の応用編では、9 月 17 日に開催した基礎編とは異なり、市町村の取り組み及び事例報告や多機関・多職種による事例検討会など、より実践的な内容となっております。 普段の業務において、ヤングケアラーと接する機会が多い皆様の支援の一助となればと思っておりますので、ぜひご参加いただければ幸いです。 

 記  １.日時及び場所等  
     日時：令和７年１１月１９日（水）１４時００分～１６時３０分      場所：奈良県社会福祉総合センター 5 階 研修室 BC            (橿原市大久保町３２０番１１)   

  内容：ヤングケアラー支援の動向及び概要説明     ヤングケアラー支援の方針と取り組み（県）     先進的な取り組み及び事例報告（大和郡山市）     事例検討会及びグループ討議 
  ２.参加定員 ７０名程度 ※参加者数には限りがございます。    ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。         ３.申込方法    参加希望者は、別紙の「募集要項」に記載の URL または 2 次元コードより、11 月 12 日（水）までに Google フォームにて回答してください。 ※申し込み方法等の詳細は、別紙「募集要項」をご覧ください。 

 
 奈良県こども・女性局こども家庭課   （担当 家庭福祉係 佐々木）     電話 0742-27-8678 FAX 0742-27-8107       e-mail kodomo@office.pref.nara.lg.jp  【研修内容、申込等に関する問合せ先】 一般社団法人奈良県社会福祉士会（担当：北村） 奈良県ヤングケアラー相談窓口    電話 050－1725－8996    e-mail tsunagaru@carer-nara.net ※電話は、火曜日・木曜日（15：00～18：00）  土曜日（14：30～18：00）の時間内のみ対応 


